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はじめに 

 2012 年に自由民主党が「日本国憲法改正案」を発表して以来、我が国では憲法改正の必

要性が度々提起されている。また 2020 年 1月 7日には、自民党は憲法改正をテーマにした

ポスターを作成し、憲法改正という言葉が国民にも徐々に浸透していると考えられる。 

 自民党が提示している改憲四項目に、緊急事態条項がある。法学的には国家緊急権規定

といわれ、現行憲法にはそのような規定はないため、国家緊急権という概念自体、国民に

広く知られてはいない。一方で、憲法を無視した行動を認める国家緊急権は、論ずること

自体有害と見なされた背景1もあり、日本の憲法学は国家緊急権について積極的に検討して

こなかった。このまま議論の進まないまま改正に進めば不幸な結果も招きかねない、と私

は考える。 

 このような意識から、私は国家緊急権規定について考察した。そして本稿では「2012 年

に自民党が示した『日本国憲法改正案』2及び 2018 年に同党が示した『憲法改正に関する

議論の状況について』3に示されている国家緊急権規定は、各国の国家緊急権規定と比較し

て、行政府への権限の集中という観点から見て、どう位置づけられるか」という問いを設

定する。 

 第１章では、国家緊急権とは何かを述べる。第 2 章では、７つの国家緊急権規定を選抜

する。第 3 章では各規定を比較する 14 の基準を示す。第 4章では、第 2、3章で用意した

要素を用いて各規定を評価し、検討する。第 5 章では、これまでの比較検討を通し 12年自

民党案及び 18 年自民党条文イメージがどのような規定であるか改めて考察し、その規定を

導入する意義が薄いことを示す。 

 

第 1 章 国家緊急権とは何か 

本章では、国家緊急権とは何かを整理し、日本国憲法に国家緊急権規定を導入する際の

事情を示す。 

芦部信喜 著『憲法学』は、国家緊急権についてこう述べている。 

 

  戦争・内乱・恐慌・自然災害など、平時の統治機構をもってしては対処できない 

非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立法的な憲法秩 

序を一時停止して非常措置をとる権限を、国家緊急権という。（p376） 

 

ここから分かることは、国家緊急権は「国家の存立と憲法秩序の回復を図る」「国家の存立

を維持する」ための権利ということである。本稿もこれを支持する。 

 しかし、佐藤幸治 著『日本国憲法論』は、こう述べている。 
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  かかる非常措置は、日本国憲法にあっては、単に「国家の存立」のためというこ 

とではなく、個人の自由と権利の保障を核とする憲法秩序の維持ないし回復を図 

るためのものでなければならない（p50） 

 

即ち日本国憲法における国家緊急権は、国家の存立だけでなく基本的人権の保障の維持の

ための権利でもある、ということである。この日本国憲法特段の事情を深く考慮しない見

解も一部では見られた4が、本稿はこの事情は考慮すべきと考える。 

 以上のように、本稿では日本国憲法の国家緊急権の目的は、「国家の存立の維持」「基本

的人権の保障の維持」の二つと考える。このことは第 5 章で再び確認する。 

 

第２章 ７つの国家緊急権規定 

 本章では、12年自民党案及び 18 年自民党条文イメージを考察する際に材料となる国家緊

急権規定を、各国の法典から 7 個選んで示す。 

 本稿が比較する国家緊急権規定は次のとおりである。 

 （１）のヴァイマル共和国憲法は、非常権限を定めた 48 条が国家緊急権規定である。ア

ドルフ・ヒトラー率いるナチ党が本条を利用し、全権委任法によりヴァイマル共和国憲法

は事実上その効力を失った。そのため緊急事態条項は憲法秩序を破壊しかねないとして、

緊急事態条項を批判する文脈で度々用いられる。本稿では、世界で最も古い国家緊急権規

定の一つであること、そしてどのような欠陥があったためにナチ党に利用される結果にな

ったのかを考えるために選択した。 

 （２）のドイツ連邦共和国基本法は、第 10a章が国家緊急権規定である。ヴァイマル共

和国憲法の反省に基づき、極めて詳細な規定である。しかし制定後、国家緊急権が発動さ

れたことはない5。本稿では、詳細な規定であり緊急権濫用に対する司法や議会による抑制

の道も開かれているため選択した。 

 （３）の第五共和国憲法は、第 16条で緊急措置権、第 36 条で戒厳を定めている。第 16

条の緊急措置権は今とは異なるが、1961 年のド＝ゴール大統領に対する反乱の際に用いら

れた。一方、第 36条の戒厳は発せられたことはない6。本稿では、英米には国家緊急権を定

めた憲法典がないためフランスの憲法が適当であると考え、そして実際に国家緊急権が発

動された憲法であることなどから選択した。 

 （４）のフランス緊急事態法は憲法ではないが、第五共和国憲法よりも緊急事態法を用

いて国家緊急権が行使されることが一般的で、近年も 2015 年 11月に発生したパリ同時多

発テロ事件を受けて同法を根拠に緊急事態宣言が出されていた。このように実績が豊富で

あるため選択した。 

 （５）の大韓民国憲法は、第 76条で緊急処分、第 77 条で戒厳を定めている。第 77条で

定められた戒厳は 6 回の運用実績がある。また、米韓相互安全保障条約に基づき韓国軍は
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戒厳令下でも在韓米軍の指揮下に置かれる7。日本にも米軍が駐留しており、その点で日韓

は共通する。実際に日本が国家緊急権規定を持った時モデル国家として韓国は適当と考え

選択した。 

 

 これに加え、本稿の主な考察対象である（６）12 年自民党案、（７）18年自民党条文イ

メージも検討する。次章では本章で選択した規定を比較するための基準を示す。 

 

第３章 比較のための 14 個の基準 

 本章では、まず国家緊急権の行使・収束の過程を示した後、それに沿って前章で示した

各規定を比較する基準を示す。 

 国家緊急権の行使の流れは次のようである。まず平時の統治機構では対応できない非常

事態が発生したと確認された場合、主に行政府の人間が緊急事態宣言を出し、国家緊急権

を発動する。行政府は様々な措置を取る。この時人権が制限される場合もある。また、必

要であれば緊急事態宣言を延長する。そして非常事態が収束し、平時の統治機構でも十分

に国家活動を行えると判断された場合、緊急事態宣言は終了する。 

 比較するための 14個の基準は次のとおりである。 

 

（１）宣言の要件は明確か 

（２）行政の宣言時に立法は抑制機能があるか 

（３）行政の宣言時に司法は抑制機能があるか 

（４）緊急事態は何日間で一区切りか 

（５）緊急事態の延長に対して立法は抑制機能があるか 

（６）緊急事態の延長に対して司法は抑制機能があるか 

（７）宣言終了を行政に働きかける機能が立法にあるか 

（８）宣言終了を行政に働きかける機能が司法にあるか 

（９）宣言下の行政の活動に対し立法の抑制機能があるか 

（10）宣言下の行政の活動に対し司法の抑制機能があるか 

（11）どの条文・権利が制限されるか示されているか 

（12）行政への授権という形式になっているか 

（13）通常の法律への委任はどの程度か 

（14）全体として具体的に定められているか 

 

 以上 14 個の基準に照らし、前章で示した７つの国家緊急権規定を比較する。 
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第４章 比較検討 

 第 2 章で示した順に、検討する。 

 

４－１ ヴァイマル共和国憲法 

 ヴァイマル共和国憲法の国家緊急権規定は、行政府への権限の集中が強いといえる(14)。

まず発動の要件について(1)、48条 2項は「公共の安全及び秩序に著しい障害が生じ、また

はその虞れがあるとき8」としている。「著しい障害が生じ」る具体的な事象は示されておら

ず、明確とはいえない。 

しかし同条 3項には「（1、2 項に従った措置について）これらの措置は、国会の要求があ

れば、失効するものとする。9」と定めており、(2)(7)(9)の基準においてある程度評価でき

る。だが議員のどれだけが失効を求めれば国会として要求できるか不明である。 

また制限される人権について(11)は、2項に「第 114 条（人身の自由）、第 115 条（住居

の不可侵）、第 117 条（通信の秘密）、第 118 条（言論の自由）、第 123 条（集会の事由）、

第 124 条（結社の自由）、および第 153 条（所有権の保障）に定められている基本権の全部

または一部を停止することができる。10」と明示されている。 

一方で行政の権限について(12)は 2項に「公共の安全及び秩序を回復させるために必要な

措置をとることができ11」るとのみ規定され、抽象的で行政府の権限が強くなりうることが

わかる。 

 さらに 5 項で「詳細は、共和国法律でこれを定める。12」と規定され、通常の法律への委

任がみられる(13)。通常の法律に実際の運用を委任してしまうと、多数の民意を反映させて

いる憲法に規定されるはずの内容が、より少数の民意だけを必要とする通常の法律に規定

されると考える。 

 このほか、(3)(6)(8)(10)の基準に照らしても裁判所が行政府の行動を審査する規定はな

い。また(4)に照らしても行政府の措置が撤回される具体的な日数は示されておらず、国会

や大統領の要求を待つしかない。よって(5)の基準に沿う規定もない。 
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表１ ヴァイマル共和国憲法 （出典：著者作成13） 

 

４－２ ドイツ連邦共和国基本法 

 ドイツ連邦共和国基本法の国家緊急権規定は具体的で行政府の独断専行を抑えることが

可能な規定である(14)。まず宣言の要件について(1)、本法は「防衛事態」の確認を求めて

いる（a14条 1 項）。さらに防衛事態の確認が為されても、大統領は議会の同意を得なければ

国家緊急権を行使できない（a条 5 項）。防衛事態の定義は a条 1 項に「連邦領域が武力で

攻撃された、またはこのような攻撃が直接に切迫していること15」と定められ、「防衛事態

の確認が公布され、かつ連邦領域が武力で攻撃されたとき（a 条 5 項）16」議会の同意のう

えで発動できる。「武力で攻撃される」具体的な事態を示しており評価できる。 

 上記の通り、宣言時点で立法府には抑制機能があり(2)、a 条 1項は「（防衛事態）の確認

は、連邦議会が連邦参議院の同意を得て行う17」と定めている。この同意は議員の過半数か

つ投票数の 3分の 2の賛成を要する。さらに a 条 5 項は「連邦大統領は、連邦議会の同意

を得て、防衛事態の存在についての国際法上の宣言を発することができる18」と定めており、

議会は強力な抑制機能を持つことが分かる。 

 また基準(3)(10)に照らすと、g 条に「連邦憲法裁判所およびその裁判官の憲法上の地位

又は憲法上の任務の遂行は、侵害してはならない19」と規定されている。ドイツの憲法裁は、

法律の合憲性を審査する役目や、基本権を侵害された個人の救済をする役目を担っており20、



6 

 

これらは緊急事態下でも侵害されない。 

 緊急事態の宣言を終了させる権能は立法府が持つ(7)。ｌ条 2 項には「連邦議会は、いつ

でも、連邦参議院の同意を得て…防衛事態の終了を宣言することができる。連邦参議院は、

連邦議会がこの議決を行うように要求することができる21」と規定されている。この権能を

司法府は持たない(8)。さらに議会は緊急事態での行政府の措置に対する抑制も可能で(9)、

同条 1 項に「連邦議会は、連邦参議院の同意を得て、いつでも合同委員会の法律を廃止す

ることができる。22」、ｄ条 2 項に「連邦政府が緊急なものと表明した連邦政府の法律案は、

連邦議会に提出されるのと同時に連邦参議院に送付される。（投票の過半数で可決）23」と

規定されている。 

  また本法は b、c、f、i 条で行政府の権限集中を図っている(12)。他国の国家緊急権規

定は行政府の措置は政令でされることが多いが、本法は必要な措置は法律にすることを求

めている点も評価できる。一方で国民の基本的人権の侵害に関する直接的な規定はない(11)。

本法は i 条で「州政府…が、第 115f 条 1 項の意味における措置（国境警備隊を出動させる

こと・州官庁に対して指示を与えることなど）を管轄の範囲でとる権限を有する24」と規定

しており、緊急事態下でも地方自治の維持を図っている。実際の災害でも現場の判断が求

められる機会は多いと考えられ、評価できる規定である。 

 また、本法は緊急事態の期間を定めていない((4)(5)(6))が、議会や憲法裁の機能が、補

完するものと考えられる。さらに、通常の法律に実際の運用を委任する規定もない(13)。 
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表２ ドイツ連邦共和国基本法 （出典：著者作成25） 

 

４－３ 第五共和国憲法 

 フランスの第五共和国憲法の国家緊急権規定26は、具体的で一見すると憲法院の抑制がは

たらいているように見えるが、運用は行政府次第と考えられる(14)。宣言の要件について(1)、

16 条 1 項は「共和国の制度、国の独立、領土の保全または国際的取極めの執行が、重大か

つ直接に脅かされ、かつ、憲法上の公権力の正常な運営が阻害される場合27」と規定してお

り、かなり具体的といえる。 

 また宣言時は、大統領は両院議長と憲法院に諮問をしなければ国家緊急権を発動できず

（16 条 1項後段）28、立法府と司法府の抑制機能が働く((2)(3))。 

 さらに緊急事態の区切りが設けられており(4)、16 条 6 項に「非常権限の行使の 30 日後

に、憲法院は 1 項に表明された要件が満たされているかを審査する目的で、国民議会議長、

元老院議長、60 名の国民議会議員により申し立てを受けることができる。憲法院は最短の

期間内に、公開意見により意見を表明する。憲法院は、非常権限の行使の 60日後に、およ

び、この期間を超えるといつでも、当然にこの審査を行い、同一の要件に従い意見を表明

する。29」と規定されている。しかし立法府は直接的には延長に対し抑制機能を持たず(5)、

憲法院も「意見の表明」しかできないことは注目すべきと考える(6)。このため緊急事態の

延長だけでなくその終了も議会と憲法院は 6 項の権限しか持たず、緊急事態を終了させる
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判断は大統領に委ねられている((7)(8))。 

 また緊急事態下に大統領が行える措置は(12)、16 条 1 項に「状況により必要とされる措

置をとる。30」とだけ規定されており広い裁量が認められていることがわかる。一方で立法

府と司法府には大統領の措置を監視する権能はなく、前に述べた 30 日後及び 60 日後に可

能となる申し立てと意見表明をする権限を持つのみである((9)(10))。 

 同法には緊急事態下で制限されうる人権は明示されておらず(11)、また通常の法律に実際

の運用を委任する規定もない(13)。 

 

 

表３ 第五共和国憲法 （出典：著者作成31） 

 

４－４ フランス緊急事態法 

 緊急事態法は、第五共和国憲法同様行政府の裁量が大きいが、議会にある程度の抑制機

能がありその点評価できると考える(14)。 

 宣言の要件は(1)、1 条は「公の秩序に対する重大な侵害に起因する差し迫った危機が発

生した場合、又はその性質及び重大性により公の災害という性格を有する事態が発生した

場合32」と規定し、やや抽象的である。しかし立法府・司法府は宣言を抑制する機能を持た

ず((2)(3))大統領の独断を許し得る状態である。 

 緊急事態の期間は 2 条 3・４項に「12 日を超える緊急状態の延長は、法律によってしか
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認められない。33」「12 日を超えて緊急状態を認める法律は、その確定的な期間を定める。

34」と規定され、一区切りの期間が 12日であることが特徴である(4)。さらに延長を認める

法律は無制限の延長を許さず、明確な終わりを議会が決められることは評価できる((5)、

(7))。 

 本法で行政府に認められている措置は 5条、6条、6-1条、8 条、11条に詳細に規定され

ている(12)。必要に応じ無制限の措置が認められる第五共和国憲法の 16条 1項に比べ行政

府の裁量は狭いが、本法で行政府が取れる措置も広範と言える。また、どの人権が制限さ

れるかは明示されていない(11)。さらにこれを監視・抑制する機能を議会・司法は持たない

((9)(10))。 

 また本法では司法の抑制機能がなく、第五共和国憲法のように「意見を表明」すること

もできない。例えば、緊急事態の延長(6)やその終了(8)について司法府は関与できない。し

かし、他の法律に運用を委任する規定は見当たらず、その点評価できると考える(13)。 

 

 

表 4 フランス緊急事態法 （出典：著者作成35） 

 

４－５ 大韓民国憲法 

 大韓民国憲法の国家緊急権規定は、76条に緊急処分、77 条に戒厳を規定しているが、行

政府の裁量が大きく、また通常の法律により運用が安易に変えられる可能性がある (14)。

発動の要件について(1)、76条 1 項は「内憂、外患、天災、地変または重大な財政上および

経済上の危機に際し、国家の安全保障または公共の安寧秩序を維持するために緊急の措置
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が必要となり、かつ、国会の集会を待つ余裕がない時」2 項は「国家の安危にかかわる重大

な交戦状態に際し、国家を保衛するために緊急の措置が必要となり、かつ、国会の集会が

不可能な時36」と規定しており、77 条 1 項は「戦時、事変またはこれに準ずる国家非常事

態に際し、兵力をもって軍事上の必要に応じ、または公共の安寧秩序を維持する必要があ

るとき37」と規定している。一見具体的だが、「これに準ずる国家非常事態」など抽象的な

文言も見られる。 

なお、緊急処分権は 76 条 3項に「遅滞なく国会に報告し、その承認を得なければならな

い。38」と規定されているが、承認に必要な定数は不明であり(2)、戒厳は国会の承認を必

要としない。76条 3 項は行政府の措置に対する議会の抑制としてもはたらく(9)。 

 また緊急処分は 76 条 3 項の承認を得られなかった場合に終了する。戒厳は 77 条 5 項が

「国会が、在籍議員の過半数の賛成により、戒厳の解除を要求した時は、大統領は、これ

を解除しなければならない。39」と規定しており(7)、議会に強い抑制機能が与えられてい

ることが分かる。緊急処分も戒厳も期間が定められていないが、これが補完すると考えら

れる((4)(5)(6))。 

 緊急事態で行政がとれる措置は(12)、緊急処分は 76 条 1項に「最小限に必要な財政上お

よび経済上の処分をなし、又はこれに関して法律の効力を有する命令を発することができ

る。40」、戒厳は 77条 3 項に「法律の定めるところにより、令状制度並びに言論、出版、集

会、結社の自由及び政府または法院の権限に関して、特別の措置を講ずることができる。41」

と規定され、戒厳については 77 条 3 項が制限されうる人権も明示していると考えられる

(11)。 

 さらに、戒厳は 77 条 1 項、3 項に「法律の定めるところにより」の文言があり、通常の

法律に実際の運用を委任する規定がみられる(13)。 

 また、本法では司法府の抑制機能はない。韓国には憲法裁があるが、緊急事態の宣言(3)

やその終了(8)、行政府のとった措置(10)に対する抑制機能はないと考えられる。 
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表 5 大韓民国憲法 （出典：著者作成42） 

 

４－６ 12年自民党案 

 2012 年に自民党が作成した改憲案の国家緊急権規定は、ある程度国会による抑制機能が

認められるが、行政府への権限集中が強い規定である。また通常の法律への委任が多く、

より少数の民意で安易な運用改変が行われる可能性があると考える(14)。 

 まず宣言の要件(1)は、98条 1 項に「我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による

社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、

特に必要があると認めるとき43」と規定されている。一見具体的だが、「その他の法律で定

める緊急事態」とあるように、要件は武力攻撃・内乱・自然災害に留まらない。また 98条

2 項に「事前又は事後に国会の承認を得なければならない。44」と規定されているように、

国会による抑制がはたらく(2)。しかし、大韓民国憲法のように「遅滞なく」得なければな

らないわけではない。 

 緊急事態の延長 (4)は、98 条 3 項に「百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとする

ときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。45」と規定されて

いる。国会の抑制がはたらく(5)が、他の区切りがある緊急事態に比べてその日数が長く、

長期間にわたり緊急事態を継続できる（第五共和国憲法では 30 日、フランス緊急事態法の

戒厳では 12日）。 
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 一方で国会には宣言を終了させる権能がある(7)。98 条 3 項は「国会が緊急事態の宣言を

解除すべき旨を議決した時…法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速や

かに解除しなければならない。46」と規定している。また国会は、緊急事態下の行政の措置

に対する抑制機能もあり(9)、99条 2項には「政令の制定及び処分については…事後に国会

の承認を得なければならない。47」と規定されている。しかし「遅滞なく」承認を得る必要

はない。 

 本法では、制限されうる人権が明示されている(11)。99条 3項には「第 14 条…その他の

基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。48」と規定されており、

法の下の平等、奴隷的拘束及び苦役からの事由、思想及び良心の事由、集会・結社・表現

の自由、通信の秘密を例とする人権が示されている。一見緊急事態においても人権が守ら

れる規定に見えるが、基本的人権は侵害され得て、また保障もされず、尊重されるのみと

も考えられる。さらに行政府がとれる措置(12)は 99条 1 項に「内閣は法律と同一の効力を

有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他が処分

を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。49」と規定されており、

抽象的で広範な裁量が認められているとわかる。 

 また本案の大きな特徴として、98 条 4 項を除く全ての条文に「法律の定めるところによ

り」の文言があることが挙げられる(13)。通常の法律に実際の運用を委任しており、少数の

民意で安易に改変される可能性が他の規定に比べて極めて高いと言える。 

 さらに、基準(3)(6)(8)(10)に照らすと、本規定には司法府に抑制機能がないことがわか

る。議院内閣制である我が国では、内閣を組閣する政党と議会の多数派を構成する政党は

共通する。そのため国会の抑制機能も効果的にはたらかない可能性があるため、実際には

行政府に対し抑制をする機関が全くなくなることも考えられる。  
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表 6 12 年自民党案 （出典：著者作成50） 

 

４－７ 18年自民党条文イメージ 

 2018 年に自民党が示した条文イメージの国家緊急権規定は、イメージとはいえ、簡素な

内容であり、12 年案に比べて変更された点も多い。しかし、通常の法律に実際の運用を委

任するという姿勢は変わりがない(14)。国家緊急権発動の要件(1)は、64 条の２では「大地

震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙

の適正な実施が困難であると認めるとき51」、73 条の２ 1項では「大地震その他の異常かつ

大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があ

るとき52」と規定されている。12 年案に比べて、その要件は災害に限定しているのが特徴

である。また国家緊急権の発動、および発動中に内閣が制定した政令は、「速やかに国会の

承認を得なければならない。53」と 73条の２ 2 項に規定されており、立法府が抑制機能を

持つことがわかる((2)、(9))。 

 行政がとれる措置(12)は、73 条の２ 1項に「国民の生命、身体及び財産を保護するため、

政令を制定することができる。54」と規定され、政令で行われる。 

 また特徴として、全ての条文に「法律の定めるところにより」の文言が入っていること

が挙げられる(13)。この文言は、通常の法律という成立・改変がしやすい法形式のもとに国

家緊急権の内実を納めるもので、安易な改変を招きかねないと考える。 

 また 12 年案同様、司法府には抑制の機能がない((3)、(8)、(10))。一方国家緊急権発動

の期間や((4)、(5)、(6)、(7))、どの人権が制限され得るかも明示はない(11)。これらは 12
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年案と異なる。 

 

 

表 7 2018 年自民党条文イメージ （出典：著者作成55） 

 

第５章 12 年自民党案及び 18 年自民党条文イメージの再評価 

 本章では、前章を念頭に、第 1 章も踏まえながら、12 年自民党案及び 2018 年自民党条

文イメージを再評価する。 

第 1章でみた通り、日本国憲法に国家緊急権を設置する場合の目的は、「国家の存立の維

持」「基本的人権の保障の維持」の二つと本稿は考える。この二つの目的に照らすと、上記

２つの案・イメージはどう位置づけられるか。 

「国家の存立の維持」の目的は達せられるだろうが、「基本的人権の保障の維持」は達せ

られないと考える。2018 年自民党条文イメージでは基本的人権に対する規定がない。一方、

12年自民党案では 99条 3 項に「最大限に尊重されなければならない」との文言がある。し

かし、これは既に述べた通り「基本的人権の保障の維持」という目的から遠ざかる文言と

考えられる。 

 さらに前章でみたとおり、司法に抑制機能を持たせる・宣言までの過程に議会が積極

的に関与する規定は上記２つの案・イメージにはない。また 12 年自民党案が示した緊急事

態の持続期間は 100 日という長いものであった。何より他のどの国家緊急権規定にも見ら
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れない頻度で、「法律の定めるところにより」という通常の法律に実際の運用を委任する文

言がみられたことは上記 2 つの案・イメージの存在価値を著しく下げていると考える。こ

こまで他の法律に委任するのであれば、そもそも憲法にこのような規定を持ち込む必要が

ないからである。 

また、行政府への権限の集中という観点から見ると、上記２つの案・イメージは立法府

に一定の抑制機能があるが、議院内閣制の性質上内閣と議会の多数派は同調する傾向にあ

り効果的な抑止力を持てないと考える。司法府には権限がないため、行政府に対する抑止

を行える機関は存在しない恐れもあると考える。 

このように、本稿では 12 年自民党案及び 18 年自民党条文イメージは国家緊急権規定の

目的を満足に達成できず、他国の国家緊急権規定と比べても行政府への権限の集中を強め

ている規定と言わざるを得ないと考える。 

 

おわりに 

 以上述べてきたように、「12 年自民党案及び 18 年自民党条文イメージに示されている国

家緊急権規定は、各国の国家緊急権規定と比較して、行政府への権限の集中という観点か

ら見て、どう位置づけられるか」という問いに対し、本稿では「司法府の抑制機能が一切

ないため、議院内閣制の性質も合わさって行政府を抑制する機関が存在しなくなる可能性

のある規定で、他にも法律への委任や国家緊急権の目的の不達成など様々な問題点を抱え

た未熟な規定である」と主張する。 

 本稿の意義は、あまり比較がされていなかった各国の国家緊急権規定を、纏めて検討し

たことにあると考える。解明できた点は必ずしも多くないが、若干なりとも寄与できたと

考える。 

 また、本稿では各国の国家緊急権規定を、日本語訳で比較検討した。そのため訳者によ

って日本語訳に差異がみられることも考えられ、正確な比較検討をすることは困難であっ

た。原文を用いて比較検討することは、今後の課題としたい。 

 今後の議論で国民の国家緊急権への理解が深まり、また国民が必要と考えるならば「国

家の存立の維持」「基本的人権の保障の維持」の両目的が達せられた優れた国家緊急権規定

が導入されることを願って、ここで筆を置くことにする。 
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